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亀山市告示第１１２号 

亀山市道路用地等境界確認事務取扱要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年４月１６日 

亀山市長  櫻 井 義 之 

  

亀山市道路用地等境界確認事務取扱要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市道路用地等境界確認事務取扱要綱（平成２４年亀山市告示第８４号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分を削る。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第３条 この告示において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

第３条 この告示において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

（１） ［略］ （１） ［略］ 

（２） 関係土地所有者等 境界確

認に係る土地の所有者その他の公

物管理者等境界確認のための立会

に必要と認められる者をいう。 

（２） 関係土地所有者等 境界確

認に係る土地の所有者その他の公

物管理者、関係地区の自治会長等

境界確認のための立会に必要と認

められる者をいう。 

（３） ［略］ （３） ［略］ 

（代理人への委任） （代理人への委任） 

第５条 申請者は、原則として、土地

家屋調査士法（昭和２５年法律第

２２８号）第８条第１項の規定に基

づく登録を受けた者又は測量法（昭

和２４年法律第１８８号）第５１条

の４第１項の規定に基づく登録を受

第５条 申請者は、原則として行政書

士法（昭和２６年法律第４号）第６ 

条の規定に基づく登録を受け、かつ、 

土地家屋調査士法（昭和２５年法律

第２２８号）第８条第１項の規定に

基づく登録を受けた者又は測量法
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けた者を代理人として、境界確認を

委任できるものとする。 

（昭和２４年法律第１８８号）第

４９条の規定に基づく登録を受けた

者を代理人として、境界確認を委任

できるものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 


